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中国特許出願行為の規範化に関する弁法 

 

中国国家知識産権局は、信義誠実の原則に基づき 2021 年 03 月 11 日付で「中国特許
出願行為の規範化に関する弁法」を施行しました。以下の行為は、弁法において当該原則
に違反するとみなされます。 

 

1.同時或いは続けて提出した発明創造の内容が同一である。又は、実質的に異なる発明
創造の特徴や要素の組み合わせを変えて複数件の特許出願を提出すること。 

 

2.発明創造の内容、実験データや技術的効果を偽造すること。又は、既存技術の剽窃、簡
単な置き換え、既存の設計等を寄せ集めたりすること。 

 

3.出願人、発明者の実際の研究開発能力及び資源条件と明らかに一致しない発明創造を

提出すること。 

 

4.主にコンピュータプログラムや他の技術によりランダムに生成された発明創造の内容を複
数件の特許出願として提出すること。 

 

5.特許性の審査を回避する目的で意図的に形成された発明創造であって、明らかに技術
的改良、又は設計の常識に合っていない、実際の保護する価値のない劣悪化した、寄せ
集められた、又は不必要に保護範囲を縮小した、或いは如何なる検索も審査も意味がな
い発明創造を提出すること。 

 

6.非正常な特許出願の取り締まりから逃れるため、実際に存在する特定の単位、個人、又
は住所に特許出願を関連付けて分散させ、異なる場所から次々と提出すること。 

 

7.特許技術、意匠やその他の正当な目的を実施するため、特許を出願する権利、又は特許
権を転売すること。また、発明者等を偽って変更すること。 

 

8.特許代理機構、特許代理人、その他機構や個人が他人を代理、誘導、教示等、共謀して
各種の非正常な特許出願行為を行うこと。 

 

9.信義誠実の原則に違反し、正常な特許業務の秩序を乱すその他非正常な特許出願行為。 

 

 

（出典：中国国家知識産権局）                          
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